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一般国道３０７号改築工事（大阪府枚方市大字杉地内から同府同市津田東町三丁
目地内まで）及びこれに伴う附帯工事に関する事業認定理由

平成１４年７月２日に大阪府から申請のあった一般国道３０７号改築工事（大阪府枚方
市大字杉地内から同府同市津田東町三丁目地内まで）及びこれに伴う附帯工事（以下「本
件事業」という ）に関する事業認定理由は、以下のとおりである。。

１．土地収用法第２０条第１号の要件への適合性について
本件事業は、土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）第３条第１号に掲げる「道路法

（昭和２７年法律第１８０号）による道路」及び第３条第３５号に掲げる「前各号の一に
掲げるものに関する事業のために欠くことができない通路、橋、鉄道、軌道、索道、電線
路、水路、池井、土石の捨場、材料の置場、職務上常駐を必要とする職員の詰所又は宿舎
その他の施設」に該当するものに関する事業であるため、土地収用法第２０条第１号の要
件を充足すると判断される。また、同号の要件に係わる行政手続法（平成５年法律第８８
号）第５条の規定に基づき定められた審査基準（以下「手続法審査基準」という ）であ。
る「収用適格事業であること」という要件を充足すると判断される。

２．土地収用法第２０条第２号の要件への適合性について
本件事業に係る一般国道の改築は、道路法の一部を改正する法律（昭和３９年法律第１

６３号）附則第３項の規定に基づく改築であり、起業者である大阪府は、当該事業につい
て、道路法第７４条第２項の規定による認可に代わる補助金等に係る予算の執行の適正化
に関する法律（昭和３０年法律第１７９号）第６条の規定に基づき負担金の交付決定を受
けている。

、 （ ） 、また大阪府は 道路整備緊急措置法 昭和３３年法律第３４号 第５条の規定に基づき
補助率１０分の５による国庫補助の交付決定を受け、残る１０分の５の経費については、
府費として既に財政措置を講じていることから、経済的な観点からも起業者としての能力
を十分有するものと判断される。
以上により、大阪府は、土地収用法第２０条第２号の要件を充足すると判断される。ま

た、同号の要件に係る手続法審査基準である「起業者が意思と能力を有すること」という
要件を充足すると判断される。

３．土地収用法第２０条第３号の要件への適合性について
一般国道３０７号（以下「本路線」という ）は、滋賀県彦根市内の一般国道８号との。

接続点を起点とし滋賀県廿日市市並びに京都府城陽市及び京田辺市を経由して大阪府枚方
． 。市内の一般国道１号との接続点を終点とする延長約１０４ ８ の主要幹線道路であるkm

本路線の現状については、特に府道枚方・高槻線との交差部付近で道路幅員が狭く、か
つ、通学路指定されたバス路線であるにもかかわらず歩道が未整備であることから、歩行
者等の安全な通行が著しく阻害されている。また、枚方市杉地区において混雑度が１．３
０と高く、大型車混入率も１９．１％と高くなっている。
本件事業は、以上のような現状に対応するべく、第二京阪道路等との交差部に右折車線

を設置するとともに自転車歩行車道を設置する道路改築事業である。

① 本件事業の施行により得られる利益については、交差部に右折車線を設置すること、
あわせて自転車歩行車道を設置することで、本路線の現在の交通弊害の緩和、第二京阪
道路供用後における円滑な通行に資するとともに、歩行者等の安全で円滑な交通確保に
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ついて相当の寄与が見込まれる。
② 一方、本件事業の施行により失われる利益については、沿道の環境への影響が考えら
れる。しかし、環境影響評価法（平成９年法律第８１号）及び大阪府環境影響評価条例

（平成１０年大阪府条例第３号）による環境影響評価を実施するべき事業として定められ
てないことなどから、大気質、騒音等への影響は、軽微なものであると考えられる。
③ なお、本件事業で整備される道路は、都市計画決定された都市施設であり、本件事業
計画の基本的内容は、都市計画と整合しているものである。

④ また、本件事業に係る起業地の範囲は、道路構造令（昭和４５年政令第３２０号）等
の規格に基づく必要最小限の範囲であると認められる。

⑤ ①で述べた得られる利益と②で述べた失われる利益を、③で述べた事項を踏まえて比
較衡量した結果、本件事業の施行により得られる利益が失われる利益に優越すると認め

、 。られることから 本件事業は土地収用法第２０条第３号の要件を充足すると判断される
また、同号の要件に係る手続法審査基準である「事業が公益性を有すること 「当」、

該土地がその事業の用に供されることによって得られるべき公共の利益が、当該土地が
その事業のように供されることによって失われる利益に優越すること」の各要件を充足
すると判断される。
さらに、④で述べたように、起業地の範囲も本件事業の施行に必要な範囲に限定さ.

れていると認められることから、手続法審査基準である「収用し、又は使用しようとす
る土地が必要最小限であること」という要件を充足すると判断される。

４．土地収用第２０条第４号の要件への適合性について
本件事業については、本件事業計画の区域は、道路幅員は狭く、かつ、歩道が未整備で

あることから、交通混雑の発生や交通事故の発生等、円滑な交通に大きな支障があり、こ
のような現状を放置したままでは、交通弊害は益々増大されるとともに、周辺地域では、
関西文化学術研究都市として研究開発拠点の整備、第二京阪道路の整備が進められている
等今後本路線における急激な交通量の増大が見込まれており、緊急に実施すべき事業と認
められ、土地を収用し、又は使用する公益上の必要があると認められるため、土地収用法
第２０条第４号の要件を充足すると判断される。

５．結論.

１から４で述べたように、本件事業は、土地収用法第２０条各号の要件及び手続法審. .

査基準の定める各要件を充足すると判断される。
以上により、大阪府から申請のあった一般国道３０７号改築工事（大阪府枚方市大字杉

地内から同府同市津田東町三丁目地内まで）及びこれに伴う附帯工事について、土地収用
法第２０条の規定に基づき、事業の認定をするものである。


